
告 示

◉金沢市告示第255号

平成20年告示第22号（こまちなみ保存建造物の登録について）の一部を次のように改正する。

令和６年10月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

表44の項中「沖　　陽一」を「沖　　　隆」に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◉金沢市告示第256号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14第２項の規定により、次のとおり規約及び事務の委託を廃止する

ので、同条第３項において準用する同法第252条の２の２第２項の規定により告示します。

令和６年10月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓　　

１　廃止する相互委託に関する規約

⑴　金沢市と川北町、野々市市、津幡町及び内灘町との間の証明書の交付等に係る事務の委託に関する規約（平成

13年告示第58号）

⑵　金沢市とかほく市との間の証明書の交付等に係る事務の委託に関する規約（平成16年告示第41号）

⑶　金沢市と白山市との間の証明書の交付等に係る事務の委託に関する規約（平成17年告示第16号）

⑷　金沢市と小松市、加賀市及び能美市との間の証明書の交付等に係る事務の委託に関する規約（平成20年告示第

 104号）

２　廃止する事務

　　当該規約に基づき相互に委託する事務

３　廃止の期日 

　　令和７年４月１日
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◉金沢市告示第257号

住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第１項

の規定により、次の者の住民票を令和６年９月19日に職権で消除しましたが、本人に通知することが困難なため、同

条第４項の規定により告示します。

　　令和６年10月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

住　　　　　　　所 氏　　　名 生 年 月 日

元菊町21番６号（元菊コート・201号） 的場　司 平成７年８月12日

◉金沢市告示第258号

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文及び第53条第１項本文の規定により指定居宅サービス事業

者及び指定介護予防サービス事業者として次のとおり指定したので、同法第78条及び第115条の10の規定により告示

します。

令和６年10月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

介 護 保 険

事業所番号

事業所
事業者の名称 指定年月日 サービスの種類

名　称 所在地

1760191856
ぴあ訪問看護ステー

ション金沢

金沢市片町２丁目

21番24号ビルズ４

階

株式会社ユート

ピア
令和６年９月１日

訪問看護

介護予防訪問看護

1760191864
訪問看護ステーショ

ン KANON

金沢市有松４丁目

10番２号２階

株式会社北陸環

境開発
令和６年９月１日

訪問看護

介護予防訪問看護

1770105573

株式会社ゴールデ

ンコンパス　レン

タル事業部

金沢市松村４丁

目468番地

株式会社ゴー

ルデンコンパ

ス　

令和６年９月１日

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉用

具販売

◉金沢市告示第259号

介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の規定により指定居宅介護支援事業者として次のとおり指定し

たので、同法第85条の規定により告示します。

　　令和６年10月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

介 護 保 険

事業所番号

事業所
事業者の名称 指定年月日 サービスの種類

名　称 所在地

1770107405
ケアプランセンター　

そら

金沢市旭町３丁目

６番１号旭ハイツ

106

to shine 合同

会社
令和６年８月８日 居宅介護支援

1770107413
居宅介護支援事業

所　クリア

金沢市高畠１丁目

368番地有料老人

ホーム愛の風３階

株式会社 clear 令和６年９月１日 居宅介護支援

◉金沢市告示第260号

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定により指定居宅サービス事業者から当該指定居宅サービ

スの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第78条の規定により次のとおり告示します。

　　令和６年10月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓
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介 護 保 険

事業所番号

事業所
事業者の名称 廃止年月日 サービスの種類

名　称 所在地

1770100376
粟崎デイサービスセ

ンター夕凪苑

金沢市粟崎町１丁

目４番地

社会福祉法人粟

崎善隣館
令和６年８月31日 通所介護

◉金沢市告示第261号

介護保険法 （平成９年法律第123号） 第78条の５第２項の規定により指定地域密着型サービス事業者から当該指定

地域密着型サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第78条の11の規定により次のとおり告示します。

令和６年10月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

介 護 保 険

事業所番号

事業所
事業者の名称 廃止年月日 サービスの種類

名　称 所在地

1790101347 燈の家　松村
金沢市松村５丁目

273番地６

景永医療福祉株

式会社
令和６年８月１日 地域密着型通所介護

◉金沢市告示第262号

介護保険法（平成９年法律第123号）第82条第２項の規定により指定居宅介護支援事業者から当該指定居宅介護支

援の事業を廃止する旨の届出があったので、同法第85条の規定により次のとおり告示します。

　　令和６年10月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

介 護 保 険

事業所番号

事業所
事業者の名称 廃止年月日 サービスの種類

名　称 所在地

1770104519
居宅介護支援事業所

ボニュール平和苑

金沢市平和町３丁

目８番１号

社会福祉法人　

喜峰会
令和６年８月31日 居宅介護支援

◉金沢市告示第263号

道路法（昭和27年法律第180号）第８条第１項の規定により、市道の路線を次のように認定します。

なお、その関係図面は、金沢市土木局道路管理課において令和６年10月１日から同月15日まで一般の縦覧に供しま

す。

令和６年10月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

整理番号 路　線　名 起 点 及 び 終 点 重要な経過地

5045
森 本 45号 弥 勒 町 ワ ４ 番 １ 先から

先まで弥 勒 町 線 21号 弥 勒 町 ワ ６ 番 ５

3215
大 徳 15号 無 量 寺 ２ 丁 目 52 番 １ 先から

先まで無 量 寺 町 線 82号 無 量 寺 ２ 丁 目 52 番 ４

3716
鞍 月 16号 御 供 田 町 ロ 88 番 １ 先から

先まで御 供 田 町 線 30号 御 供 田 町 ロ 86 番 ５

5126
森 本 126号 古 屋 谷 町 ハ 13 番 先から

先まで清 水 谷 町 線 １号 清 水 谷 町 カ １ 番 ３

◉金沢市告示第264号

道路法（昭和27年法律第180号）第10条第１項の規定により、市道の路線を次のように廃止します。 

なお、その関係図面は、金沢市土木局道路管理課において令和６年10月１日から同月15日まで一般の縦覧に供しま

す。
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令和６年10月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

整理番号 路　線　名 起 点 及 び 終 点 重要な経過地

3615
戸 板

出 雲 町 線

15号

13号

出 雲 町 イ 265 番 先から

先まで出 雲 町 イ 430 番

◉金沢市告示第265号

道路法（昭和27年法律第180号）第10条第２項の規定により、市道の路線を次のように変更します。 

なお、その関係図面は、金沢市土木局道路管理課において令和６年10月１日から同月15日まで一般の縦覧に供しま

す。

令和６年10月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

整理

番号

新旧

の別
路　線　名 起 点 及 び 終 点 重要な経過地

3606

旧
戸 　 　 　 　 板 ６ 号

出 雲 町 線

出 雲 町 イ 400 番 先から

先まで大 豆 田 本 町 甲 58 番 １

新
出 雲 町

大 豆 田 本 町

イ

甲

430

58

番

番 １

先から

先まで

◉金沢市告示第266号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、市道の区域を次のように決定します。   

なお、その区域を表示した図面は、金沢市土木局道路管理課において令和６年10月１日から同月15日まで一般の縦

覧に供します。

　令和６年10月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

道路の種類 路　線　名 幅　員（ｍ） 延　長（ｍ）

一般市道 森本45号弥勒町線21号 6.0 70

一般市道 大徳15号無量寺町線82号 6.0 29

一般市道 鞍月16号御供田町線30号 6.0 〜 6.3 82

一般市道 森本126号清水谷町線１号 7.3 〜 49.0 1,240

◉金沢市告示第267号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり市道の区域を変更します。   

　なお、その関係図面は、金沢市土木局道路管理課において令和６年10月１日から同月15日まで一般の縦覧に供しま

す。

令和６年10月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

道路の

種類
路　　線　　名　 区　　　　間

新旧

の別
幅員（m） 延長（m）

一般

市道

弓　　　　　取

諸 江 町 中 丁 線

15号

３号

諸 江 町

諸 江 町

中丁

中丁

57番

57番

１

１

先から

先まで

旧 3.3 4.7

新 3.6 4.7

一般

市道

弓　　　　　取

諸 江 町 中 丁 線

15号

８号

諸 江 町

諸 江 町

中丁

中丁

57番

57番

１

１

先から

先まで

旧 2.5 21.8

新 4.0 21.8
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◉金沢市告示第268号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次の道路の供用を開始します。    

　なお、その区間を表示した図面は、金沢市土木局道路管理課において令和６年10月１日から同月15日まで一般の縦

覧に供します。

令和６年10月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

路　　線　　名 区　　　　　間 併用開始日

森 本 45 号 弥 勒 町 ワ ４番 １ 先から
令和６年10月１日

弥 勒 町 線 21 号 弥 勒 町 ワ ６番 ５ 先まで

大 徳 15 号 無 量 寺 ２ 丁 目 52番 １ 先から
令和６年10月１日

無 量 寺 町 線 82 号 無 量 寺 ２ 丁 目 52番 ４ 先まで

鞍 月 16 号 御 供 田 町 ロ 88番 １ 先から
令和６年10月１日

御 供 田 町 線 30 号 御 供 田 町 ロ 86番 ５ 先まで

戸 板 ６号 出 雲 町 イ 430番 先から
令和６年10月１日

出 雲 町 線 大 豆 田 本 町 甲 58 番 １ 先まで

弓 取

諸 江 町 中 丁 線

15 号

３号

諸 江 町 中丁 57番 １ 先から
令和６年10月１日

諸 江 町 中丁 57番 １ 先まで

弓 取

諸 江 町 中 丁 線

15 号

８号

諸 江 町

諸 江 町

中丁

中丁

57

57

番

番

１

１

先から

先まで
令和６年10月１日

農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第19条第１項の規定により地域計画を定めたいので、同条第７項

の規定により公告し、当該地域計画の案を次のとおり縦覧に供します。

　なお、当該地域計画の案の利害関係人は、当該地域計画の案について、本市に対して意見書を提出することができ

ます。

令和６年10月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

１　地域計画の案の縦覧の期間及び場所

　⑴　期間

　　　令和６年10月１日から同月15日まで

　⑵　場所

　　　金沢市柿木畠１番１号 金沢市農林水産局農業水産振興課

２　意見書の提出先、提出方法及び提出期間

　⑴　提出先

　　　金沢市農林水産局農業水産振興課

　⑵　提出方法

　　　持参又は郵送

　⑶　提出期間

　　　令和６年10月１日から同月15日まで（郵送による場合は、提出期間に提出先まで到着すること。）

予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条第１項の規定によるＢ類疾病の予防接種を行うので、予防接種法施行令

（昭和23年政令第197号）第５条の規定により次のとおり公告します。　　

　　令和６年10月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

公 告
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１　予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲並びに予防接種を行う期間及び場所

予防接種の種類 予防接種の対象者の範囲 予防接種を行う期間 予防接種を行う場所

インフルエンザ ⑴　65歳以上の者

⑵　60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若

しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイ

ルスによる免疫の機能に障害を有する者として予

防接種法施行規則（昭和23年厚生省令第36号）第

２条の４に規定する者

令和６年10月１日か

ら令和７年１月31日

まで

 

別冊「金沢市Ｂ類疾

病定期予防接種承諾

医療機関一覧」（登

載省略）のとおり

 

新型コロナウイ

ルス感染症

⑴　65歳以上の者

⑵　60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若

しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイ

ルスによる免疫の機能に障害を有する者として予

防接種法施行規則第２条の６に規定する者

令和６年10月１日か

ら令和７年３月31日

まで

２　予防接種を受けることが適当でない者

⑴　当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で、当該予防接種を行う必要がないと認められるもの 

⑵　明らかな発熱を呈している者

⑶　重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

⑷　当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者

⑸　⑴から⑷までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定による道路の位置の指定を一部廃止したので、建

築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条第１項の規定により、次のとおり公告します。

　なお、関係図書は、金沢市都市整備局建築指導課において縦覧に供します。

　　令和６年10月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

一部廃止した道路の位置等

指定番号 指定廃止の年月日 廃止した指定道路の位置 延長（ｍ） 幅員（ｍ）

第831号 令和６年９月17日 金沢市山の上町415番 13.80 4.00
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